
 

4－1  

社会福祉法人 住田町社会福祉協議会 

役員等の報酬等及び旅費・勤務に関する規程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（目  的） 
第１条  この規程は、社会福祉法人住田町社会福祉協議会(以下「本会」という。)の役員

等に対するする報酬等及び旅費、勤務に関する事項を定めることを目的とする。 
  
（役員等） 
第２条 前条に規定する役員等とは、次に掲げるものとする。 
 (1) 理事・監事 
 (2) 評議員 
 (3) 本会会長が委嘱した委員会等の委員 
 (4) その他会長が必要と認めた者 

  
（報  酬） 
第３条  本会の役員等の報酬等は別表１のとおりとする。ただし、会長及び副会長の具体

的な報酬金額は、理事会において決定する。 

２ 常務理事が事務局長を兼ねる場合は、職員給与規程を適用する。 
３ 住田町の一般職員が前条に定める役員等に就任した場合は、報酬は支給しないもの
とする。 

  
（報酬の支払） 
第４条  年額報酬等を受ける役員の報酬は次のとおり支給するものとする。 
 (1) 会長は月額１０万円以内とする。 
 (2) 副会長は、月額７万５千円以内とする。 
 (3) 上記以外の理事は、３月に支給する。 
 (4) 月額報酬の支給方法は、本会職員給与規程を準用する。 
２ 報酬等は、通貨で直接その全額を支払う。ただし、源泉所得税については報酬等か
ら控除して支払うものとする。 

平成４年３月３０日制定      

平成１０年３月２７日一部改正   

平成１３年３月２８日一部改正   

平成１４年３月２９日一部改正   

平成１４年１０月３１日一部改正  

平成１６年３月３０日一部改正   

平成１７年３月３０日一部改正   

平成２２年３月２４日一部改正   

平成２３年５月２４日一部改正   

平成２４年５月２９日一部改正    
平成２７年３月２４日一部改正 

平成２８年５月２４日一部改正 

令和元年１２月６日一部改正 

令和４年３月２９日一部改正 
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３ 役員が希望する場合は、前項に関わらずその指定する金融機関の口座に振り込むこ
とにより報酬等を支払うことができる。 

４ 会長及び副会長には本会の委員会規程に定める各種委員としての報酬は支給しな
い。 

５ 出席日当を受ける役員等の報酬は、業務に携わった都度日当として支給する。ただ
し、事情によってはこの限りではない。 

 
（業務分担） 
第５条 業務内容は別表２の業務分担表による。 
 
（旅   費） 
第６条  本会の役員等の旅費は、次のとおりとする。 
 (1) 会議等出張旅費並びに会議等出席旅費は、住田町特別職の職員の給与並びに旅費
  及び費用弁償に関する条例を準用する。 
 (2) 特別な理由により上記により難い場合は、その都度会長が定める額とする。 

  
  
附  則 
１  昭和６１年４月１日施行の現行役員等に関する報酬規程は廃止する。 
１  この規程は、平成４年４月１日から施行する。 
１  この規程は、平成７年４月１日から施行する。 
１  この規程は、平成９年４月１日から施行する。 
１  この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 
１  この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 
１  この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 
１  この規程は、平成１４年１１月１日から施行する。 
１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
１ この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
１ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 
１ この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 
１ この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 １ この規定は、平成２７年４月１日から施行する。 
 １ この規程は、平成２８年５月２４日から施行する。 
 １ この規程は、令和元年１２月６日から施行する。 
 １ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
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別 表 １ 

 

役員等の報酬額 

役 員 名 

報    酬 

出 席 日 当 年 額 報 酬 

 会 長（理事） ０円 １，２００，０００円以内 

 副会長（理事） ０円 
６００，０００円 

  ～９００，０００円 

 理 事         

  理事会出席の場合 

  評議員会出席の場合 

 

７，４００円 

５，０００円 

２０，０００円 

 

 

 常 務 理 事 ０円 ０円 

 監   事 

  理事会出席の場合 

  評議員会出席の場合 

 

７，４００円 

５，０００円 

１００，０００円 

 

 

評 議 員 ５，０００円 ０円 

 総合企画委員（理事） ３，５００円 ０円 

第三者委員（外部） ３，５００円 ０円 

 役員報酬等審議委員 

      （外部） 
３，５００円 ０円 

 その他の委員 随 時 ０円 
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別 表 ２ 
 

役 員 等 の 業 務 分 担 表 

分 担 事 項 役 名 

１ 理事会、評議員会の招集および同議案に関すること。 
２ 規程の制定、および改廃に関すること。 
３ 職員の任免、賞罰ならびに給与等に関すること。 
４ 予算の編成および決算の調整に関すること。 
５ 契約に関すること。 
６ 重要な事業の計画、実施に関すること。 
７ 異例に属し、または将来において重要な先例となるもの。 
８ 紛議、論争のあるもの、またはそのおそれのあるもの。 
９ 疑義があるもの、または合議のととのわないもの。 
10 重要または異例な通知、申請、報告、および回答に関すること。 
11 介護保険事業の経営全般に関すること。 

会  長 

１ 理事会、評議員会の議案に関すること。 
２ 規程の制定、および改廃に関すること。 
３ 職員の任免、賞罰ならびに給与に関すること。 
４ 予算の編成および決算の調整に関すること。 
５ 重要な事業の計画、実施に関すること。 
６ 異例に属し、または将来において重要な先例となるもの。 
７ 紛議、論争のあるもの、またはそのおそれのあるもの。 
８ 疑義があるもの、または合議のととのわないもの。 
９ 介護保険事業の経営全般に関すること。 
10 介護保険事業等市場調査実施に関すること。 
11 福祉ニーズ調査実施に関すること。 
12 苦情処理に関すること。  

副 会 長 

１ 介護保険事業等市場調査実施に関すること。 
２ 福祉ニーズ調査実施に関すること。 

理  事 

 
 
 
 
 


